
悔いを残さないための「したく」 

今から始めるもしもの備えと知恵 
 

もしもに備えて、子供たちを迷わせないための知恵をお話します。 

 

[内容]   ①生前贈与は、110万円まで非課税のはずが、相続税の課税対象!! 
  子供たちのために、子供の名前で口座をつくっていた奥さん、年間 110 

万円以下なら生前贈与税が非課税ということで、毎年コツコツと貯めて 

いました。 

実際に相続が発生すると、その預金口座に相続税が・・・ 

どうして? どうとたらよいの? 

   
②葬儀代金を支払おうと思ったら銀行の預貯金が凍結されていた、 
どうしたらよいの? 
凍結された預貯金を引き出す場合、様々な手続きを踏まなければなりま 

せん。その手続きとは、またそうならないための方法をお話します。 

  
      ③自分にもしもの事があった時、子供に負坦をかけないために、い 

ま出来ることとは? 
相続税対策、生前贈与の方法など具体的な方法をお話します、もしもに備 

えて、子供たちを迷わせないための知恵です。  

など 

 

 [講演者]  高圓寺 住職 安中 観史 
NPO法人グリ－フケア支援協会 理事 片山光清 

     角膜センタ－・アイバンク 福田朋子  
 
[お申し込み] 参加ご希望の方は、下記までお申し込みください。  

(参加費用は無料です。) 
 
[法伝寺の案内]   

    
バス  :  宮久保坂上から、徒歩 5分 

        住所 :  千葉県市川市宮久保 4-5-1    電話 : 047-372-9588 
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無料 


